
「大牟田市学童保育所及び学童クラブ運営業務委託」に係る公募型プロポーザル

参加表明書に関する質問及び回答

令和 7年 10 月 3日に大牟田市学童保育所及び学童クラブ運営業務委託に係る公

募型プロポーザル実施要領を公表し、運営業務事業者の募集を行ったところ、本実

施要領に関する質問がありましたので、以下のとおり回答します。

No. 該当箇所 質問 回答

1 実施要領

3ページ

「7.参加資格要件 ⑧本市に

主たる事務所又は事業所があ

ること。」について、より詳細に

ご教示いただきたく存じます。

弊社は、貴市で１ヶ所事業所を

運営しておりますが、事務所と

なるような支社・支店はござい

ません。

弊社の参加資格の有無を判

断したく、ご教示いただけます

と幸いです。

⑧の「本市に主たる事務所

又は事業所があること。」は、法

人の住所（本店所在地）が本市

であることまたは経営上の中核

を担う事業所（本社等）が本市

にあることを指しています。

そのため、質問者様の場合

は、7.参加資格要件⑧を満た

していないものと判断させてい

ただきます。


